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(そ の 1)

収 支 報 告 書
※該当箇所に ν すること

きいたか しかい

1政 治 団 体 の名 称 きいたかし会

■
~ 802  -0072

2主 たる事務所の所在地  北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201

3代 表 者 の 氏 名 藤澤 健児

4会 計責任者の氏名 舘 和也

5令 和 5 年分

* 団 体 コ ー ド

前 年 繰 越 額 ¥141,849

事務担当者の氏名 早見 はるみ

電話番号  093-941-7767
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受

(ふ  り が な )

■  ν
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政 治 団 体 の 区 分

□ 政            党

□ 政 党 の 支 部

□ 政 治 資 金 団 体

□ 政 治 資 金 規 正 法 第 18条 の 2

第 1項 の 規 定 に よ る 政 治 団 体

□そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

活 動 区 域 の 区 分

□ 2以上の都道府県の区域等

□ 同一の都道府県の区域内

資金管理団体の指定の有無

¬み―

偏 レ 征

公職の種類

資金管理団体
の届出をした

(現 。候 )

国会議員関係政治団体の区分

レ

政治資金規正法第19条の7第 1項第 1

号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の7第 1項第2

号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補
者の氏名

城井 崇

公職の種類  衆議院議員  ◎ ・候)

資金管理団体の指定の期間

平成

平成

年

年

月

月

日 から

日 まで

(※ )国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

平成

平成

年

年

月

月

日 から

日 まで
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全国団体用
(そ の 2)

収 支 の 状 況
1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金   額 IZ θθθ

員  数 (党費又は会費を納入した人の数) 「

 1
0ノヽ

(2)寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 額 備
」た
ノら

(ア)個 人 か ら の 寄 附 2りαθθθ
(う ち 特 定 寄 附 ) θ

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か ら の 寄 附 θ

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 θ

ノ」ヽ 言十   (ア)+ (イ)+ (ウ ) 2りのθθθ

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) θ

イ 政 党 匿 名 寄 附 θ

合 計  (ア  十 イ ) 292θθθ

収 入 総 額 イイこθイθ

(前 年 か ら の 繰 越 額 ) ゴイゴ′θどθ

(本 年 の 収 入 額 ) θθZ θθθ

支 出 総 額 ノイ4 θθθ

翌 年 へ の 繰 越 額 2θイ′θイθ



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万 円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 人 2.法人・その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業  (又は代表者の氏名)

′世==レ _

υ円イラ

河村隆一 a θθθ′令和5.2.27 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 a θθθ 令和5.3.27 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 α θθθ 令和5.4.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 4θθθ 令和5.5.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 a θθθ 令和5.6.26 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 a θθθ 令和5.7.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 a θθθ 令和5.8.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

a θθθ 令和5.9.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員河村隆一

河村隆一 aθθθ 令和5.10.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 a θθθ 令和5.11.27 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

河村隆一 aθθθ 令和5.12.25 福岡県北九州市小倉南区下曽根4-6-19 会社役員

σσ′θθθ小計

衆議院議員城井 崇 2θσ′θθθ 令和5.3.28 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18

2フα θθθこ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附 θ

2りのθθθ△
口

言↓
口 |



(1)支 出 の 総 括 表

項
ロ
ロ 金 額 備 考

1 経

(1)人
常 経 費

費件 θ

(2)光 熱 水 費 θ

(3)備 品 消 耗 品 費 θ

(4)事 務 所 費 ゴα θθθ

小
言↓
口 : ゴα θθθ

2   i政

(1)組

コヽ
′rコ =ニ′『コ

活

動

動

費

費織 2θ4θθθ

(2)選 挙 関 係 費 θ

(3) 機関紙誌の発行その他の事業費 θ ア～工の計

θ

θ

θ

θ

(4)調 査 研 究 費 θ

(5)寄 附 ・ 交 付 金 θ

(6)そ の 他 の 経 費 θ

/」 ヽ 上

―
曇

ロ 2θ4θθθ
△
ロ 計 2イ4 θθθ

(その13)

3 支 出項 目別金額 の内訳

全 国団体用

ア 機 関紙誌 の発行事業費

イ 宣 伝 事 業 費

ゥ 政治資金パーティー開催事業費

そ の 他 の 事 業 費コ■



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費   ( 事務管理費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 ゴαθθθ
∧     ヨ↓
口

・    口 | ICθθθ

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に 係る
件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの項
目名を記載すること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 行事・会議費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

会場費 14 θθθ令和5。 3.11 パークサイドビル 福岡県北九州市小倉北区堺町1-16-13

こ の 頁 の 小 計 f4θθθ

そ の 他 の 支 出 θ

△     言↓
口
.    

口 | 14 θθθ

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だ し (3)について
はア～工)のいずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個々

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。



(そ の15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だし (3)について
はア～工)のいずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個々

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 渉外費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

会費 ′θのθθθ′4-^fns.g.z 立憲民主党福岡県総支部連合令 福岡県福岡市博多区千代4-29-50-3F

こ の 頁 の 小 計 2θのθθθ

そ の 他 の 支 出 20 θθθ

合  計 220 θθθ



(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有
`霊

備
」ム
″ダ

1ラ

ア 土 地 □ ご

イ 建 物 ゴ

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ 回

工 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産 画

オ
預金 (普 通預金及び当座預金を除く。)若しくは貯金 (普

通貯金を除く。)又 は郵便貯金 (通 常郵便貯金を除く。)

□ ビ

力 金 銭 信
■ イ _

百石 ビ

キ 有 価 証 券 ν

ク 出 資 に よ る 権 利 M

ケ 貸 付 先 ご との残 高 が 100万 円 を超 え る貸 付 金 回

二 I 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 □ 日

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 □ ビ

シ 借 入 先 ご との残 高 が 100万 円 を超 え る借 入 金 □ ビ

※有無について区|し て下さい。 (注)□ が有の場合は 「項 目別区分」ごとに (そ の18)が必要です。

□

□

□



(そ の20)

r彙ョ
日 圭

日
哲
百

添付書類 (別添のとおり)

領収書等の写し

2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

6fn 6 + + F ,7 u

政治団体の名称 きいたかし会

会計責任者の氏名 視 4りと ひ
／
Ｋ
＼

代 表 者 の 氏 名

(解散時のみ)

ヽ
――
ノ

κ
旧Ｑ

(注)政治団体の解散に伴う収支報告書 (解散届の解散 日の年のみ)には、会計責任者の記名。押印 (又は署名)のほか、代表者の記名・押印 (又は署名)が必要です。


